
特 集特 集

持
し
て
い
く
う
え
で
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

政
府
の
「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
が
２
０
１
７

年
3
月
28
日
に
決
定
し
た「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」

で
は
、
長
時
間
労
働
の
是
正
の
た
め
、
労
働
基
準
法

を
改
正
し
、
罰
則
付
き
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

を
は
じ
め
て
法
律
で
導
入
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
、「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
２
０
１
８

年
6
月
29
日
成
立
・
同
年
7
月
６
日
公
布
）
に
よ
り
、

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
は
２
０
１
９
年

４
月
１
日
か
ら
（
中
小
企
業
は
２
０
２
０
年
４
月
１

日
か
ら
）適
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。な
お
、医
師
に

つ
い
て
は
５
年
間
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
、
２
０

２
４
年
４
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

医
師
に
関
す
る
規
制
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

は
、「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
で
「
医
療
界
の
参

加
の
下
で
検
討
の
場
を
設
け
、
質
の
高
い
医
療
と
医

療
現
場
の
新
た
な
働
き
方
を
目
指
し
、
２
年
後
を
目

途
に
規
制
の
具
体
的
な
あ
り
方
、
労
働
時
間
の
短
縮

策
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
」
と
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
て
、
２
０
１
７
年
８
月
か
ら
「
医
師
の

働
き
方
改
革
に
関
す
る
検
討
会
」で
議
論
が
始
ま
り
、

２
０
１
９
年
３
月
に
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ

の
報
告
書
で
は
、
診
療
従
事
勤
務
医
の
時
間
外
労
働

　「良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律」が2021
年 5月21日に国会で可決・成立、同
月28日に公布されました。同法には、
医師の働き方改革についての措置の整
備も含まれ、2024年4月から、医業
に従事する医師に時間外労働の上限規
制が適用されます。やむを得ない場合で
あっても原則として「年間960時間以
下」（A水準）が上限となり、960時
間を超える医師がいる場合には「医師労
働時間短縮計画」を策定し、医療機関勤
務環境評価センター（以下、「評価セン
ター」）、都道府県による審査を受けるこ
ととなります。

の
上
限
水
準
（
２
０
２
４
年
４
月
～
）
と
し
て
、

●�

診
療
従
事
勤
務
医
に
２
０
２
４
年
度
以
降
適
用
さ

れ
る
（
A
）
水
準

●�

や
む
を
得
ず
（
A
）
水
準
を
超
え
ざ
る
を
得
な
い

場
合
を
想
定
し
た（
B
）
水
準
（
地
域
医
療
確
保
暫

定
特
例
水
準
）

●�

臨
床
研
修
医
・
専
攻
医
を
想
定
し
た（
C
）︱
１
水
準

●�

高
度
技
能
を
も
つ
医
師
の
育
成
期
間
を
想
定
し
た

（
C
）︱
２
水
準
（
集
中
的
技
能
向
上
水
準
）

の
４
つ
を
示
し
、
こ
れ
に
月
の
上
限
を
超
え
る
場
合

の
面
接
指
導
と
就
業
上
の
措
置
（
追
加
的
健
康
確
保

措
置
）
を
課
し
た
（（
B
）
水
準
、（
C
）
水
準
に
つ

い
て
は
医
療
機
関
を
特
定
）。

　

ま
た
、将
来（
地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水
準（（
B
）

水
準
）の
解
消（
＝
２
０
３
５
年
度
末
）
後
）は
、（
C
）

水
準
の
対
象
と
な
る
業
務
を
除
き
（
縮
減
方
向
に
努

力
）、（
A
）水
準
の
適
用
に
収
れ
ん
さ
せ
る
、と
し
た
。

　

こ
の
報
告
書
の
内
容
を
進
め
る
た
め
、
２
０
１

９
年
７
月
か
ら
は
「
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に

関
す
る
検
討
会
」で
議
論
が
開
始
さ
れ
、２
０
２
０
年

12
月
に
は
「
中
間
と
り
ま
と
め
」
を
公
表
し
て
い
る
。

上
限
規
制
の
具
体
的
な
内
容
は

　
「
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
検
討
会
」

時
間
外
労
働
時
間
へ
の

上
限
規
制
適
用
の
経
緯

　

日
本
の
医
療
は
、
他
職
種
と
比
較
し
て
も
長
時
間

の
医
師
の
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
実
態
が

あ
り
、
よ
り
質
の
高
い
医
療
や
き
め
細
か
な
患
者
へ

の
対
応
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
等
も
、
長
時
間
労
働
に
拍

車
を
か
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
医
師
の
長
時
間

労
働
の
実
態
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
、
医
師
本
人
の

健
康
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
、
医
療
の
質
や
安
全
の

確
保
、
今
後
も
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
維

医
師
の
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
の

上
限
規
制
へ
の
対
応
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ち
、
Ｂ
水
準
に
つ
い
て
は
「
Ｂ
水
準
」（
３
次
救
急

や
救
急
搬
送
の
多
い
２
次
救
急
、が
ん
拠
点
病
院
等
）

と
「
連
携
Ｂ
水
準
」（
医
師
派
遣
を
通
じ
て
、
地
域

医
療
確
保
の
た
め
に
必
要
な
役
割
を
担
う
医
療
機

の
中
間
と
り
ま
と
め
で
は
、

前
述
の
「
医
師
の
働
き
方
改

革
に
関
す
る
検
討
会
」
で
示

さ
れ
た
Ａ
～
Ｃ
水
準
の
う

図1…医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめ　参考資料より
図2…厚生労働省ホームページ　第204回国会（令和３年常会）提出法案より
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Ｃ－１：臨床研修医・専攻医が、研修プ
ログラムに沿って基礎的な技能
や能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択
Ｃ－２：医籍登録後の臨床従事６年目

以降の者が、高度技能の育成
が公益上必要な分野について、
指定された医療機関で診療に
従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、医
療機関が審査組織に承認申請

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
  （休日労働含む）
・月100時間未満
  （休日労働含む）
年間６カ月まで

年1,860時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

年1,860時間／月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

年960時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

（原則）
１カ月45時間
１年360時間

※この（原則）については  医師も同様。 ※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

一般則 2024年４月～ 将来
（暫定特例水準の解消（＝　

2035年度末を目標）後）
【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

Ａ：診療従事勤務医に
2024年度以降
適用される水準

地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準

　
　（
医
療
機
関
を
指
定
）

集
中
的
技
能
向
上
水
準

　
　 （
医
療
機
関
を
指
定
）

Ｃ-１ Ｃ-2

将来に向けて
縮減方向

年960時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

Ｃ-１ Ｃ-2Ａ

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

連続勤務時間制限28
時間・勤務間インター
バル９時間の確保・代
償休息のセット（努力
義務）

※実際に定める３６協定の
上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間イ
ンターバル９
時間の確保・
代償休息の
セット（義務）
※臨床研修医

については連
続勤務時間
制限を強化し
て徹底

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間インタ
ーバル９時間
の確保・代償
休息のセット
（努力義務）
※ 実 際に定め

る３６協定の
上限時間数
が 一 般 則を
超えな い 場
合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間イ
ンターバル９
時間の確保・
代償休息の
セット
（義務）

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

Ｂ連携Ｂ

医師の時間外労働規制について図1

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の概要図2

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等（医療法）【令和６年４月１日に向け段階的に施行】
医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。
・勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成
・地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設
・当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施　等

１．医療関係職種の業務範囲の見直し（診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法）【令和３年10月１日施行】
タスクシフト /シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し（医師法、歯科医師法）【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】※歯科医師も同様の措置】
①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け（医療法）【令和６年４月１日施行】
医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【令和３年４月１日等施行】
令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担することとするほか、再編を行
う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携（医療法）【令和４年４月１日施行】
医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

　良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地
域の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療
構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。

＜Ｉ . 医師の働き方改革＞

＜ II．各医療関係職種の専門性の活用＞

＜ III．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

＜ IV．その他＞持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長【公布日施行】

改正の概要

改正の趣旨
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